
議

案

第

九

号 

 
 

 

港

区

立

母

子

生

活

支

援

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

八

年

二

月

十

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

母

子

生

活

支

援

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

母

子

生

活

支

援

施

設

条

例

（

令

和

元

年

港

区

条

例

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

一

条

中

「

促

進

」

の

下

に

「

等

」

を

加

え

る

。 

 

第

三

条

中

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

五 

疾

病

、

疲

労

そ

の

他

の

身

体

上

若

し

く

は

精

神

上

又

は

環

境

上

の

理

由

に

よ

り

家

庭

に

お

い

て

児

童

を

養

育

す

る

こ

と

が

一

時

的

に

困

難

と

な

っ

た

保

護

者

及

び

そ

の

者

の

監

護

す

べ

き

児

童

の

支

援

（

第

九

条

の

三

及

び

第

十

条

第

二

項

に

お

い

て

「

母

子

一

体

型

シ

ョ

ー

ト

ケ

ア

事

業

」

と

い

う

。

）

に

関

す

る

こ

と

。 

 

第

九

条

の

二

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

母

子

一

体

型

シ

ョ

ー

ト

ケ

ア

事

業

の

実

施

） 

第

九

条

の

三 

母

子

一

体

型

シ

ョ

ー

ト

ケ

ア

事

業

は

、

第

三

条

第

五

号

に

規

定

す

る

保

護

者

及

び

そ

の

者

の

監



護

す

べ

き

児

童

を

母

子

生

活

支

援

施

設

に

入

所

さ

せ

る

こ

と

に

よ

り

実

施

す

る

も

の

と

す

る

。 
２ 

母

子

一

体

型

シ

ョ

ー

ト

ケ

ア

事

業

の

用

に

供

す

る

室

数

は

、

区

規

則

で

定

め

る

。 

 

第

十

条

第

二

項

中

「

及

び

妊

産

婦

等

生

活

援

助

事

業

」

を

「

並

び

に

妊

産

婦

等

生

活

援

助

事

業

及

び

母

子

一

体

型

シ

ョ

ー

ト

ケ

ア

事

業

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 
則 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

母

子

生

活

支

援

施

設

が

行

う

事

業

に

母

子

一

体

型

シ

ョ

ー

ト

ケ

ア

事

業

を

追

加

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


